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項   目 内      容 

１．商品名 りそなマネジメント口座「マイアカウント」 

２．ご利用者 当社に普通預金をお持ちの個人の方のみご利用いただけます。（事業用としてご利用の口座

を除きます）。ただし、非居住者の方、任意団体は対象外とします。 

３．申込方法 当社所定の書面にてお申込みが必要です。 

４．サービス内容 「マイアカウント」は、月末時点の取引状況を表示した「総合ステートメント（お取引明細書）」を毎月

お客さまの届出住所宛に郵送するサービスです。 
 
①主な記載内容 

・月末時点の各商品残高状況 

 （預り資産・借入れ合計残高、商品別残高、口座別残高等） 

・普通預金、当座預金、貯蓄預金の取引明細 

・テレフォンバンキングサービス取引明細 

・定期預金預入明細 

・定期預金満期案内 

・取引残高報告書（投資信託） 

②記載範囲 

・ご契約をいただいている取引店のお取引きが対象となります。他の支店のお取引きは含みませ

ん。 

・毎月末時点の取引状況を表示します。 

・「通信不要先」の登録されている口座については表示しません。（ただし投資信託口座を除きま

す。） 

③交付方法 

・お客さまの届出住所宛に普通郵便・親展扱いにて郵送します。 

  （ステートメント作成基準日の翌月中旬に郵送します。） 

５．サービス手数料 ●月間４32 円（消費税等込み） 

●引落日２５日（休日の場合は翌営業日）。 

ただし契約から６ヵ月間（契約月を含め６ヵ月間）は手数料無料期間となります。 

また、７ヵ月目以降も下記のいずれかに該当する場合は手数料が無料となります。 

 ①「お預り資産合計残高」が１，０００万円以上の先 

 (個人年金保険はお預り資産の対象となりませんのでご注意ください) 

 ②投資信託・外貨預金・国債等の公共債のいずれかを保有している先 

 （注）これらの条件に該当するかどうかはステートメントに記載されている内容を基準とします。手数

料の判定条件に、「通信不要先」の注意コードが登録されている口座は含まれません。    

６.当社が契約している指

定紛争解決機関 

一般社団法人 全国銀行協会 

  連絡先 全国銀行協会相談室  

  電話番号 0570-017109または03-5252-3772 

 

７．その他ご留意いただく

事項 

（1）りそな普通預金〈スーパー〉について 

2007年11月18日以前に「マイアカウント」をご契約いただいた場合、引続きりそな普通預金〈スー

パー〉のサービスを提供させていただきます。 

○りそな普通預金〈スーパー〉は、金額階層に応じた金利を適用する「マイアカウント」専用の普通

預金です。 

〔適用利率〕 

・毎日の預入残高（最終残高）に応じた利率を適用します。 

・以下の金額階層に応じて当社の店頭に表示する毎日のりそな普通預金〈スーパー〉の利率を     

適用します。 

   ①最終残高  10万円未満 

②最終残高 10万円以上100万円未満 

③最終残高 100万円以上1,000万円未満 

④最終残高 1,000万円以上 

※決済機能・利息計算方法・利払い時期等については普通預金と同一です。 

※上記以外は、「普通預金規定」に準じて取扱いたします。 

(2)その他 

本サービスは、りそなマネジメント口座「マイアカウント」サービス規定によりお取扱いいたします。

本サービスをご利用の際には、必ずご覧ください。 
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【本商品概要説明書に記載がある投資信託、外貨預金、公共債（国債等）の元本保証のない商品に関するご留意点】 
 
・上記の商品（投資信託・外貨預金・公共債（国債等））は、投資対象に係る各種相場環境等の変動等を原因として損失 
が生じ、投資元本を割込むおそれがあります。また外貨預金は為替手数料により投資元本を割り込むおそれがあります。 
投資信託、公共債（国債等）は預金ではなく、外貨預金を含め預金保険の対象外です。 

・一部の商品を除き、お申込時、保有期間、解約時など、商品ごとに所定の費用(販売手数料、換金手数料、為替手数料、 
信託報酬等)がかかります。 

 
・各商品ごとのリスク、手数料詳細について、投資信託は最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体として 
 お渡しする「目論見書補完書面」、外貨預金、公共債（国債等）は、最新の「契約締結前交付書面」を必ずご覧くださ 
 い。 
 

商号等/株式会社埼玉りそな銀行  登録金融機関  関東財務局長(登金)第５９３号 
  加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

 
 


